






[特定希少野生動植物]
愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条
例では、本県に生息する野生生物のうち、特に保
護を図る必要があると認められる23種を「特定希
少野生動植物」として指定しており、これらの動植
物を捕獲、採取することは原則禁止されています。

［特定希少野生動植物保護区］
愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する
条例では、特定希少野生動植物の保護のため
に重要と認める区域を「特定希少野生動植物
保護区」として指定しており、⼀定の開発⾏為を
⾏う場合は許可や届出が必要です。

①片上地区アキサンショウウオ保護区
②宅間地区アキサンショウウオ保護区
③台地区ナゴヤダルマガエル保護区

④庄内地区ハッチョウトンボ保護区
⑤織田ヶ浜ハマビシ保護区
⑥織田ヶ浜ウンラン保護区
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